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個人情報漏えいに対する補償についての考察 

―お詫び金と賠償金― 

 

田中 智大†1 原田要之助†2  

 

概要：企業や組織等は個人情報の漏えい防止対策として、プライバシーマークや ISMS認証を取得してき

た。しかしながら、数百万件の個人情報漏えいが 毎年報告されており、プライバシーマークや ISMS取

得組織も含まれる。事前対策だけでは不十分で、漏えいを前提とした事後対策も必要であると考 えられ

る。また事後対策の 1つとして日本ではお詫び金という対応がある。しかし、お詫び金の支払いに関す

る法律はない。そのため、お詫び金に関する基準は各組織の裁量に委ねられている。今回の研究では、

アンケート調査を通して、企業や組織におけるお詫び金・補償の基準などについて分析した。 
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Consideration about the compensation for the personal information leak  

- Compensation and indemnity - 

 

TANAKA TOMOHIRO †1 YONOSUKE HARADA†2 

 

Abstract: Companies or organization have been certified with privacy mark or ISMS to prevent from personal 
information leakage. However, leakage incidents, containing millions of personal information, are reported every 
year. Organizations certified with privacy mark or ISMS are included. Those measurements for prevention may be 
insufficient. Therefore, it is necessary to prepare post leakage measurements. Compensation is considered as one 
of post leakage measures.There is no legal regulation to define the amount of compensation. Individual 
organization has to decide the amount. In this report, I carried out questionnaire survey and analyzed it about the 
compensation systems in a company or organization. 
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1. はじめに   

近年，様々な情報のデータ化などにより情報漏えいとい

ったインシデントが問題になっている．それに対して企業

や国には個人情報保護法やサイバーセキュリティリティ基

本法を制定して，企業や組織に義務を課してきている．一

方，企業や組織も情報セキュリティ対策技術の向上，個人

情報保護法への対応，プライバシーマーク取得，ISMS 認

証取得などによって，情報漏えいの対策を行ってきた． 

日本ネットワークセキュリティ協会(以下 JSNA)の情報

セキュリティインシデントに関する調査報告書[1]の 2005

年から 2013 年までの調査結果によると大きな事件によっ

て著しく漏えい人数が多い年があるがそれらを除けば ,ほ

ぼ横ばいで 600 万件から 900 万件ほどの漏えい人数が毎年

報告されている．このことから企業や組織が対策をとって

いるにもかかわらず情報漏えいインシデントが減っていな

い現状がある.これに対して,事前対策はもちろんのこと,情

報漏えい事件への事後対応も重要になってくると考えられ
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る． 

とくに情報漏えいなどのインシデントの事後対応では，

被害者に対するすばやい連絡や対応，インシデントの事実

公表，顧客に対する補償などが考えられる．日本では，補

償の 1つにお詫び金という形で 500円から 1000円相当の金

券などを配る対応がこの 10 年ほどにおいて，一般的に行わ

れてきている．海外ではこのような対応は少なく，損害へ

の賠償や訴訟になるケースが多い．本稿では，このお詫び

金や補償金について調査，アンケート結果をもとに考察し

た．なお本稿におけるお詫び金には損害賠償や慰謝料とい

った法律や判決で決まるいわば補償金とは別に，謝罪や誠

意をしめす意味合いで金券などを配布することを指す． 

 

２．お詫び金・補償金に関する先行研究 

 

２．１ 企業・組織からみたお詫び金 

 

菅原の研究[2]では，個人情報漏えいに関してプライバシ

ーマーク，ISMS 認証を取得している企業にアンケート調

査を行ったところ，事前にお詫び金支払額に関して基準を

定めているかの調査結果を図１に示す． 
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図１．お詫び金支払額についての基準策定状況（2012 年

度）（n=325） 

 

結果は 4%の企業・組織がお詫び金に関する基準を定め

ていた． 

その図１で定めている企業に漏えいした個人情報の種

類毎のお詫び金支払い額の基準を策定しているかどうか調

査した結果を図２に示す． 

図２．漏えいした個人情報の種類（レベル）ごとのお詫び

金支払額の基準の策定（2012 年度）(N=14) 

 

結果は 38%の企業・組織が個人情報の種類ごとにお詫び

金の支払金額を策定していた． 

またお詫び金に関する基準を定めていない企業も含め

た想定でのお詫び金支払額を調査したところ，氏名・住所・

性別・生年月日といった個人情報に関する基本的な情報が

含まれている場合に比べ，2 次的被害につながる機微な個

人情報やプライバシー侵害に関わる情報が含まれていた場

合の方が高いお詫び金を払うという傾向が報告されている． 

また，お詫び金は被害者が損害賠償の訴訟に持ち込む前

に企業側の誠意を示すことで，顧客からの信頼回復や企業

のブランドを早く回復できるために,お詫び金を支払うケ

ースは少なくないと述べられている．この場合には，企業

や組織では独自に決めた判断でお詫び金の額を決めている．

しかしこのお詫び金に関する基準があいまいであると述べ

ている．なお菅原は，アンケートでの自由回答の内容など

から，過去の個人情報漏えい事故発生時に支払われた金額

を参考とし，同様の金額と設定されることも少なくないと

分析している． 

 

２．２ 被害者からみた損害賠償金 

 

櫻井の研究[3]の中にある個人情報漏えい事故に対する

被害者目線での損害賠償金について，インターネット利用

者がどのように評価するかを定量的に計測したアンケート

調査結果がある．これは 2007 年に全国のインターネット利

用者に対して，Web アンケートを行ったもので 1,386 人か

ら回答が得られている． 

このアンケート回答の中で個人情報漏えい時に，企業に

対して求める態度の調査結果（N=1,386）では，「慰謝料を

請求する」35.4%，「慰謝料ほどでないが，詫び料程度はほ

しい」25.7%，「漏洩した企業の商品，サービスを購入した

くない」19.8%であり，「謝罪してくれればよい」12.4%，「何

も必要ない」3.3%という結果である．すなわち，個人情報

を漏えいした企業に対して，約 35％の回答者が賠償金を，

また，約 26%の人が企業に対してお詫び金を求めていると

いう結果になった． 

次に，企業が取るべき対応の調査結果(N=1386)では，「事

故の公表」26.6%，「謝罪文を送る」19.4%，「対応窓口の設

置」17.3%，「慰謝料を払う」14.4%，「お詫びの品を送る」

9.8%，「謝罪に行く」9.8%，「何も必要ない」2.1%という結

果になり，約 10%の「お詫び品を送る」というのが，本稿

で述べているお詫び金に相当すると考えられる． 

また実際の漏えいインシデントを想定とした質問もし

ており，設問としては身体情報，メールアドレス，基本情

報の 3 つのケースを挙げ，設定された損害賠償金としての

慰謝料が妥当であるか否かを質問している．このケースで

はそれぞれ過去に起きた事例を参考とし，設問を設定して

いる．そのため実際に支払われた慰謝料を参考に設問が設

定されているのだが，全体的に少ないと感じている回答者

が多い結果となっている． 

また設問の企業対応に対して年代や性別での属性ごと

に分析したところ，全体的に「ホームページで謝罪」が幅

広い年代に対して効果があることが述べられている．また

「詫び状」，「金券」による対応も男女による効用の違いは

あるものの，全体的に効果があるとのべられている．櫻井

の研究からも，お詫び金による効果があることがわかる． 

 

３．企業・組織によるお詫び金などの配布事例 

 

３．１国内での事例 

 

主に個人情報漏えい事後にお詫び金を支払った（企業に

よってはお詫び金と述べていないケースもある．本稿では，

筆者が判断した）事例について公表されたデータを調査し
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た．個人情報保護法が 2004 年に制定された時点では，支払

われたお詫び金としては，1,000 円の商品券が多かった．

ローソンでは，自社の商品券であり，一般の金券に比べ自

社の経営に与える影響は小さかった．一方，2004 年に起き

たソフトバンク BB の個人情報漏えい事件では，漏えいの

規模が大きく，マスコミなどの報道もさかんに行われた結

果として，500 円の金券となった．この事件以降，お詫び

金の額が 500 円で，金券となった．ただし，三菱 UFJ 銀行

のケースでは，内部犯行による漏えい事件であり，故意に

よるもので悪質と見なされたことから，10,000 円となり，

事件の大きさや漏れた情報による重大性なども考慮したお

詫び金が支払われるようになった．2014 年のベネッセの事

件までは，情報漏えい事件では，500 円から 1,000 円のお

詫び金が支払われるのが一般的であったと考えられる． 

 

３．２ベネッセによる個人情報漏えい事件 

 

最近の事例ではベネッセによる個人情報漏えい事件が

注目を集めた[4] [5] [6]。ベネッセは個人情報流出後の対応

として当初「金銭的謝罪は考えていない」としながら，そ

の後「200 億円の原資を準備し，お客様に謝罪する」と態

度を変化させた．そして最終的な対応は被害者が「500 円

分の選べる電子マネーギフト」，「500 円分の全国共通図書

カード」，「ベネッセこども基金へのご寄付」の 3 つの選択

肢から１つ選ぶという形になった．この事件では経済産業

省から是正勧告が出るという個人情報漏えい事件では異例

の事態となった．流出件数については，はじめに「最大で

約 2070 万件まで増える可能性あり」としていながら，その

後，約 2300 万件となり，さらに増える可能性についても言

及しており，最終的には 3504 万件（実態件数約 2895 件）

にのぼる流出件数となった．またお詫び状に関しても外側

から個人情報がみえていたことやお詫び金の金額，お詫び

金の代わりに寄付などの対応から，「誠意が感じられない」，

「子供の情報が漏えいしたのに 500 円で済まそうとしてい

る」などといった様々な批判があった． 

これらの批判などから多くの被害者が集団訴訟を起こ

し，過去の同種事例と比較しても重大だとして 5 万 5 千円

の損害賠償請求をしている． 

また，お詫び金に関して 500 円が多いのは 2004 年頃に

個人情報漏えい相次いで起こったことにより業界への批判

が高まり，その中でソフトバンクがお詫びとして 500 円の

金券を配布したのが始まりだと考えられる． 

公表されたニュースをもとに調査したので，サービス停

止時や緊急メンテナンスが起こった際，頻繁にポイントな

どでお詫びをするオンラインゲーム業界をより詳しく調べ

ていけばより多くの事例があると考えられる． 

 

 

３．３ 海外の事例 

 

2011年4月のプレイステーションネットワークにおける

不正アクセスによる個人情報漏えい[7]では補償として特

定コンテンツの無料配布などの対応をとった． 

2013 年 3 月の Xbox Entertainment Awards 2013 の公式サ

イトにて，一時的に投票者の個人情報が観覧可能な状態と

なっていた事故[8]では，対象者にはお詫びとして 1600 マ

イクロソフトポイント（約 2400 円相当）が無料で配布され

た． 

海外の場合，お詫びとして金券やポイントを配るといっ

た対応ではなく，被害者に対してモニタリングサービスや

1 年間ほどのＩＤの保護や自社のサービスを無償で行うと

いった補償としての対応多く見られた． 

 これはアメリカの場合，集団訴訟制度があるためにお詫

びというよりも補償という対応が多いのではないかと考え

られる． 

 

４．１個人情報の価値 

 

個人情報に関する価値の１つの指標として JNSAの2013年 

情報セキュリティインシデントに関する調査報告書[1]で公開さ

れている漏洩個人情報の価値を経済的損失・精神的苦痛それ

ぞれ３つのレベルに分類し図にしたシンプル EP 図というものが

あり図３に示す． 

図３．シンプル EP図 

 

これをもとに個人情報の価値を算出しているが，単純に情報

をシンプル EP図上にあてはめて，その座標値（x値、y値）から

漏えい情報の価値を推定するのではなく，実被害への結び付

き易さを考慮して補正を加える必要があるとしており，その補正

を加えた漏えい情報の価値を求めるために「漏えい個人情報
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価値 ＝ 基礎情報価値×機微情報度×本人特定容易度」と

いった計算式を用いている． 

しかし，漏えいした生年月日や電話番号といった個人情報

別では区別しているが，同じ生年月日といった個人情報でも大

人と子供といった背景別では区別されていなない．ベネッセ事

件では，過去のお詫び金の金額やこの計算式を考慮して「５００

円のお詫び金」が判断されたと考えられる．しかし，子供の生年

月日を固定したものと考えた点や名簿屋に情報が漏えいして

いる点で，被害者の被害意識とすれ違った一因と考えられる．

EP図や被害金額の計算式も見直す必要があると考える． 

 

４．２ ユーザー側からみた個人情報の価値 

 

IoT 時代のセキュリティ，プライバシーに関する意識調

査 2015[9]によると個人情報の価値に関して，約 6 割の人が

個人情報は自分を含め，人々の販促活動につながるので価

値があると回答しており，半数の人が自分に関する個人情

報は商品や通貨，日用品と同じように金銭的価値があると

回答している． 

また信頼できる会社がユーザーから個人情報を入手す

る際にユーザー側にいくら支払うべきかという質問では，

同じ氏名でも自分自身の氏名より友人や家族の氏名の方が

5 倍以上高い金額を回答している．このことから同じ情報

（氏名）でも，その自分や知人といった属性などによって

ユーザー側の認識が違うといえる． 

 

５．先行研究・調査まとめ 

  

先行研究などから，一部の企業・組織でしかお詫び金に

関する規定がなく，大部分の企業・組織ではお詫び金関す

る規定がなかった． 

日本には、他人にものを頼む場合や挨拶代わりに粗品を

送る日本固有の文化的風習がある．この観点からも侘び料

やお詫び品といったお詫び金にあたる要求が一定数ある．

櫻井の研究においてもお詫び目的の「金券」はプラスの効

用が見られていることからお詫び金に関する規定を定め，

効果的に利用することが望まれる． 

しかしベネッセの情報漏えい事件では色々な要因があ

るが，お詫び金を配布するタイミングや金額，被害にあっ

た顧客の被害意識の取り違えなどによってマイナスに働い

て集団訴訟に発展したと考える．さらに名簿屋に漏えいし

た個人情報が流れていて，今後も被害の可能性があること

から，他の事例のように被害の期間や範囲が限定的ではな

い．これは漏えいした情報内容が名簿屋に流れていて，子

供の個人情報という今後長い間被害にあう可能性が高いと

いう特殊性を十分に考慮しなかったためのすれ違いによる． 

 以上のことから，企業が今後事後対応としてお詫び金を

払うとしても，過去の事例から 500 円の金券を安易に配布

するのではなく，漏えいした情報の再流通やどのような場

面で利用されるかなどについても考慮する必要がある．こ

れらを加味して，お詫び金の金額や方法，手順を考える必

要があるといえる．また個人情報の価値に関しても子供な

どの特殊性や年齢などの背景によっては同じ個人情報でも

漏えいした場合のお詫び金の金額に差をつけることも考え

る必要がある． 

 

６．アンケート調査（暫定） 

 

６．１アンケートの概要 

 

原田研究室では 2015 年 8 月に「情報セキュリティ調査」

アンケートを郵送にて実施した．対象は，日本国内のプラ

イバシーマーク取得組織，ISMS 認証組織，BCMS 認証取

得組織，官公庁，教育機関などから，4500 組織である．本

稿では，先着 50 件のデータについて分析した．今後，全デ

ータの集計結果によっては分析結果が変わる可能性はある． 

 

６．２ 仮説 

  

ベネッセの個人情報漏えい事故では過去のお詫び金配

布事例から言えば 500 円相当のお詫び金にあたるといえる． 

 しかし，今回の事故では様々な要因があるが，金額など

に多くの批判があった．今回の事故から，今後は過去の事

例をただ参考にするのではなく，お詫び金を払う際には，

子供や家族の情報といった属性を考慮する必要が出てきた

と考えられる．そこで以下の仮説をたて，アンケート調査

を行った． 

 

仮説１．2012 年度よりも 2015 年度調査ではお詫び金に関

する規定を定めている企業が増えているのではないか． 

 

６．３ アンケート結果 

 

お詫び金の基準を定めているかどうかの調査結果を図

４に示す． 

 

6% 
6% 

88% 

定めている 

現在検討中

である 

定めていな

い 
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図４．お詫び金の基準の策定状況（2015 年度 n=50） 

 

結果，定めている企業が 6%，検討中の企業が 6%，定め

ていない企業が 88％であった．また定めていると回答した

企業の中に個人情報に種類ごとに金額を定めている企業は

いなかった． 

 

また，ベネッセの個人情報漏洩事故を受けてお詫び金に

関する規定の改定や作成に影響があったかどうか調査した

結果を図５に示す． 

 

図５．ベネッセにおける個人情報漏えい事故による、お詫

び金の規定の改定，策定に対する影響の有無(n=50) 

 

8%の企業が影響があったと回答した． 

 

次に，個人情報を漏洩してしまった場合，どのような対

応を考えているかを複数回答で調査した結果を図６に示す． 

 

図６．個人情報漏えい時に考えている対応（複数回答）

（n=50） 

 

多い順から謝罪・告知，検討中，訴訟に対する準備，保

険による対応，お詫び金での対応であった． 

 

また，個人情報が漏えいしてしまった場合の想定での 

お詫び金配布金額を子供とそうでない場合で回答してもら

い平均値を図７に示す． 

  

 

図 7．想定でのお詫び金の平均配布金額 

 

結果，生年月日が約 2048 円，生年月日（子供）が約 2835

円，学歴が約 1607 円，学歴（子供）が約 2439 円という結

果であった． 

 

 7．考察 

仮説ではベネッセにおける事故前の 2012 年度調査より

事故後である 2015 年の調査では基準を策定している企業

が増えていると仮説を立てたが，図４からお詫び金に関す

る基準を定めている企業が 2012 年度から増えているとは

言えない結果であった． 

 しかし図４で 6%の企業がお詫び金の基準の策定につい

て検討中と回答していることから，ベネッセにおける集団

訴訟結果によっては増えていくことは考えらえる． 

 そして図６でも約 30%の企業で漏えい時に考えている対

応では検討中と回答しており，今回のベネッセにおける集

団訴訟の結果次第では何らかの対応策を考えている企業が

多いのではないかと考える．また保険による対応とお詫び

金での対応を考えている企業がほぼ同数いる回答結果にな

っており，お詫び金に関する規定を定めている企業がすく

ないのは，保険で対応しているためとも考えられる． 

 次に図 7 から想定でのお詫び金配布金額において，企業

は子供の情報が漏えいした時の方が、高い金額を配布する

結果になっており，過去のお詫び金配布事例で子供の情報

で区別された例は見つからなかったが，今後はそういった

事例が出てくると考えられる． 
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